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全栃木教職員組合 県 教 育 委 員 会 交 渉 確 認 事 項 （2022 年度）

交渉事項

１．県教育委員会として競争的な教育を行わないこと。「とちぎっ子学習状況調査」を廃止し、

「全国学力調査」は廃止するよう国に求めること。部活動の大会成績等を受検調査書に記載

しないこと。

２．自宅研修や職を保有したままでの長期研修を推奨すること。「共同訪問」は５年に１回とす

ること。研究指定校は廃止すること。研修報告書等の提出を過度に求めないこと。

３．教職員評価は廃止を視野に入れた協議を組合と行うこと。当面の対応として、評価項目の

数を大幅に減らすこと。評価結果と賃金・処遇へのリンクを行わないこと。誰でも、最高

号給に達する昇給の評価とすること。昇任・昇格時の昇給上乗せを行わないこと。再任

用者や臨時教職員、定年退職年次者に実施しないこと。

４．希望と納得の原則に基づく民主的な人事を引き続き推進すること。「雇用と年金の接続」

を、教職員の希望する働き方として保障すること。

５．指導主事や管理主事の任用試験を実施し、能力や適性等を客観的かつ厳正に判断すること。

６．職務遂行力をより評価する採用試験とすること。前年度の一次試験 に合格したすべての者

や３年以上の教職経験を有する臨時的任用教員等は一次試験を免除すること。

７．教諭と同じ職務に当たる臨時的任用職員の給与は教育職給与表２級を適用し、 職名を「教

諭」・「養護教諭」とすること。

８．会計年度任用職員（非常勤講師）の報酬額を引き上げること。授業準備や試験問題の作成・

採点等の業務にも報酬を支払うこと。また、月給制についても検討すること。

９．長時間過密労働をなくすために

（１）法に基づき週 38時間 45分勤務を厳守し、長時間過密労働を解消すること。休憩時間を

確保させること。修学旅行等の勤務時間の割振り変更は、管理職の責任で確実に行わせる

こと。

（２）当面、時間外の在校等時間は、兼職兼業も含めて「月 45時間、年 360 時間」を超える

ことが絶対にないようにすること。そのための具体策（事務作業、部活動、PTA業務等）

を示すこと。在校等時間の記録に際しては一律に休憩時間を除かないこと。

（３）労基法及び労安法に関する研修を管理職に実施すること。これらの法違反も懲戒の対象

とすること。

（４）令和 2 年 3 月 3 日付、高教第 1188 号「事務職員等に係る時間外労働・休日労働に関する

協定の締結等について（依頼）」を撤回し、労基法が求める方法で協定を締結すること。

協定違反や未払い残業については、管理職には懲戒も含め、厳正に対処すること。

（５）長時間にわたる学校行事を許可しないこと。

（６）「１年単位の変形労働時間制」に関わる条例を制定しないこと。

10．すべての学校で正規の教職員を大幅に増やすこと。教職員定数の抜本的改善を国に強く求

めること。高等学校でも 1クラス 35人の少人数学級を目指すこと。傷病休暇等の代替教職

員を確保すること。

11．特色選抜は廃止すること。一般入試で定員割れした学校は、欠員を補充するための入学者

選抜試験（再募集）を実施すること。

12．「適格者主義」を助長する高校教育の「多様化・特色化」政策をやめること。SSHや SGH

など、教育条件の格差を広げる政策の廃止を国に求めること。すべての高校、学科で男女共

学とすること。高校の統廃合・再編を学校・地域・子どもたちの実情を無視して一方的にすす

めないこと。
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13．特別支援学校の過大・過密を早急に解消すること。特別支援学級の定員を 6名とするよう

引き続き強く国に求めること。通常学級に在籍しながら特別な支援を必要としている子ども

たちのために、すべての学校で教員の加配を行うこと。通級指導教室を増やすこと。

14．市町立学校の労働安全衛生体制（規程の策定）を早急に確立するよう市町教委に強くはた

らきかけること。規程については、宇都宮市の規程を参考にするよう働きかけること。衛生

管理者や衛生推進者は資格保持者または講習修了者に担わせること。そのための資格の取得に係

る費用は公費負担とすること。すべての学校で「安全衛生方針」を策定すること。衛生委員会

のリーダーシップのもと、実効ある労働安全衛生活動を推進すること。

15．あらゆるハラスメントを根絶すること。管理職のハラスメントには厳正に対処すること。

16．宮城県が行っている「特約退職制度」を導入すること。

17．生理休暇取得をすすめること。男性教職員の育児休業取得をすすめること。

18．PTAや同窓会等の外部団体に学校が保護者や生徒、教職員の氏名などの個人情報を無断で

提供しないよう管理職を強く指導すること。教職員が組織する研究団体についても、同様に

対応すること。

19．「GIGAスクール構想」にもとづく ICT環境の整備にあたっては、子どもたちの健康面へ

の影響や個人情報の保護について十分配慮し、保護者の経済的負担を増大させたり、地域間

格差が生じたりしないようにすること。

20．コロナ感染症対策に関わる教職員の負担を減らすこと。

21．養護教諭の複数配置をすすめること。すべての学校に専任・専門・正規の学校司書を配置

すること。高校における情報科教員（専任）の確保に努めること。

22．臨時免許を取得する費用は県教委が負担すること。

23．学校給食の民間委託・センター化を進めず、直営・自校方式の普及に努めること。定時制

高校・課程の給食についても自校方式の維持・普及に努めること。

以 上


